
【各区町会加入促進アクションプランにかかる取組状況について】

第41回 大阪市市民活動推進審議会資料
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資料３



地域コミュニティの形成・維持は、長年にわたり町会がその役割を果たしてきましたが、今日では

全国的に町会の加入率低下や担い手不足といった課題が生じる状況となっています。
本市においても、もっとも身近な地域コミュニティである町会への加入世帯数は減少し続け、加入

率の低下に歯止めがかかっているとは言い難い状況が続いており、令和５年度の調査においては加入
率が46.4％と半数を切る状況となりました。
一方で、この間、支援が必要な高齢者やヤングケアラー等を見守り、適切な支援につなげる取組、

近年の気候変動による風水害リスクに備えた地域の助け合いを基盤とした防災活動等、新たな地域課
題に対応できる行政と地域の連携が喫緊の課題となっています。こうした課題解決に向けては地域に
住まう「人と人とのつながり」を基礎とした取組を進める必要があり、日常生活を過ごす地での地域
コミュニティの維持・活性化が一層重要になってきました。その上で、町会は改めて重要な役割を果
たすことになります。

このような状況から…

● 令和６年３月 「大阪市町会加入戦略」を策定

● ～令和７年３月 全区役所で『町会加入促進アクションプラン』を策定

2目標 ： 令和８年度末までに全区で町会加入率が向上



各区アクションプラン 『全区共通の取組』 町会加入促進戦略の３つの柱

◎各区役所は区内の町会加入率の課題を把握・分析した上で、

戦略の３つの柱を基本に「24区で取り組むもの」に加えて

重点的に取り組む内容を、アクションプランに書き込み、

町会等と対話しながら、協働で加入促進に取り組む。

◎市民局をはじめとする戦略に関連する局は、戦略の実行に

おいて区と連携して町会加入促進に取り組む。
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➀ 集合住宅への働きかけの徹底

町会加入率が低下した要因として、マンション等の集合住宅への居住世帯の増加があり、「集合住宅の住民が

町会に加入しないこと」や、転入者の多い区では「大規模マンションの建設が続き、母数である人口が増えたこ
と」が原因と考えられます。

マンション住民のコミュニティの形成は、地域の防災・防犯や地域福祉等において重要なものとなっており、
集合住宅の住民が地域コミュニティに関わるきっかけとして、町会加入促進を図る必要があります。
本市では、建設段階からの働きかけとして、建築事業者へ「町会の意義や活動」を知ってもらい、当該エリア

の町会等と連絡が取り合えるように橋渡し等を行っていますが、今後は既存の集合住宅への働きかけを強化し、
町会等と連携・協力しながら、普及啓発を行います。
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●大規模建築物事前協議制度の活用

「大規模建築物の建設計画の事前協議制度」の機会を捉えて、70戸以上等の
集合住宅の建築事業者に対しチラシを配布し、区役所訪問を案内。建築事業者
に対し、区役所において町会の意義や活動の説明を行い、当該エリアの町会等
の意向を確認のうえ強力に働きかけを行います。

☆建設段階からの働きかけ

【工夫した取組】事業者の目に留まるよう、令和７年度からチラシをリニューアル。

【取組実績】計画調整局より事業者へチラシを配布した件数
令和６年度：16区31件 令和７年12月末時点：12区21件



●建築物事前公開制度情報の活用

70戸以下であっても高さ20mを超える中規模マンションが行う「建築計画事前公開制度」の情報を活用し、
建築事業者に対し区役所において町会の意義や活動の説明を行い、当該エリアの町会等の意向を確認のうえ
強力に働きかけを行います。
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【取組内容】
・建築事業者への説明について、電話だけでなく、文書（手紙）や資料を送付する。
・地域住民向け説明会において、町会長から町会の必要性やマンション入居者との共存の大切さについて伝え、
町会加入の検討についてお願いする。

・町会加入関係については、建築事業者ではなく管理会社や管理組合が決定してからの調整となることが多い
ため、管理会社や管理組合の決定に合わせて再度連絡を取る。

各制度について、まだ詳細な実態の把握・分析がなされていないため、引き続き取組を進め、
効果検証を行う。

【取組実績】 働きかけを実施した件数
令和７年12月末時点 24区 508件 （実施率 43.3％）
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●市営住宅への加入勧奨

●宅建協会・不動産協会や地元不動産業者との連携

【取組内容】
・管理会社向けマンションコミュニティ講座を開催
・宅建協会及び全日本不動産協会に対し、区不動産賃貸業者にチラシを提供し、契約者へ働きかけるよう依頼
・大阪府宅地建物取引協会の会員向けホームページにチラシの掲載を依頼

【取組内容】
・都市整備局より自治会町の連絡先の提供を受け、地域へ情報提供を行った。
・市営住宅の新規入居者に対して、町会加入チラシ等を配布

☆既存集合住宅への働きかけ

●集合住宅向け町会加入促進パンフレット等、広報物の配布・提供

【取組内容】
・区役所でマンション住民向け町会加入促進マニュアルを作成し、各地域（町会）を訪問して活用方法等について
説明

・出前講座、マンション理事会等でリーフレットを配布
・町会未加入のマンションを優先的に防災意識向上研修を実施し、チラシを配布



② 「町会プロモーション」の徹底

「そもそも町会の存在を知らない」「町会のメリットがわかりにくい」「町会に入る窓口がわからない」という
課題が、加入率低下につながっています。また、若者・子育て世代・高齢者などの対象者に合わせたメッセージと、
発信場面・発信ツールの組み合わせを意識した徹底的な広報で町会の認知を上げ、加入意欲を喚起し、問い合わせ
や加入といった「行動」につなげる必要があり、区局連携・官民連携も組み合わせ、オール大阪で「町会プロモー
ション」を実施します。

☆「オール大阪」で取り組む広報

【取組内容】
・区の広報紙へ、町会の行事・活動紹介や加入案内を掲載
・特集号で地域まちづくり実行委員会を紹介
・一部の地域について、区広報紙に町会加入促進チラシを挟み込んだ。
・町会にかかる問合せのためにQRコードを掲載
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●区の広報紙を使った情報発信

天王寺区広報紙阿倍野区広報紙
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●ICTを活用した情報配信

【取組内容】
・SNS（X、Instagram、Facebook）を活用した町会加入促進及び町会活動・行事の情報発信
・加入案内記事のQRコードをチラシ等に掲載
・町会加入促進のショート動画を作成し、YouTube区役所公式チャンネルに投稿
・英語版・中国語版・韓国語・ベトナム語に対応した町会加入促進チラシを区HP、X、Facebookに追加
・区HPに町会マップを作成し、該当する町会で加入手続きができるよう地域振興会Googleフォームのリンクを
掲載した。

中国語

ベトナム語

英語



【取組内容】
・区HP上で大阪市地域振興会のホームページのリンクを掲載
・町会や地域振興会についての問い合わせ時に大阪市地域振興会の
HPを紹介

・シミポタ（大阪市市民活動総合ポータルサイト）に町会加入に関
する情報を掲載し、地域振興会のHPからも閲覧できるようにした。

・一部の連合のHPにて、町会加入促進チラシを掲載
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●町会加入促進チラシ・ポスターの充実

●大阪市地域振興会のホームページ等との連携

【取組内容】
・町会とまちセンが連携し、町会プロモーションとして、
町会独自のチラシ・ポスターを作成

・配布・配架先等に応じて数パターンのチラシを作成
・防災や子育てなどテーマ別にチラシを作成
・各地域の町会加入フォームの二次元コードを掲載した
チラシを作成

・町会加入促進のぼりを製作し、公共施設・学校・企業
等に掲出

城東区：区民用 城東区：分譲マンション用



【取組内容】
・市内の全公立小学校３年生の児童を対象に、社会科や総合的

な学習の時間での活用
・職場体験に訪れた中学生に啓発冊子の音読をしてもらい、
  Youtube上で配信
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●イベント等での啓発グッズの配布や呼びかけ

●児童向け啓発冊子の活用

【取組内容】
・区の行事やイベント（区民まつり、健診、講演会、成人式等）でチラシ・啓発物品を配布
・町会、地域の行事やイベント（夏祭り等）でチラシを配布



☆関係機関・企業との連携等
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●民間企業等との連携

【取組内容】
・地域活動への参加や地域貢献に興味がある企業に対し、加入勧奨を実施
・区役所と包括協定を結んでいる企業が夏祭り会場でのブース出展や出前講座を実施
・区役所が主催する区内企業が集まる会議で、区独自の町会加入促進チラシを配布し、企業の町会加入を促すと
ともに、官民連携で地元住民への啓発を行うよう依頼

・町会と区内教育機関（高校、大学、専門学校）や学生ボランティアとの橋渡し。
・町会促進チラシについて、区医師会、歯科医師会、薬剤師会を通じて、区内医療機関や薬局へ配架
・区内にある大型商業施設の運営会社と連携し、施設内のデジタルサイネージで町会加入促進のPR画像を継続
的に放映



③  「次世代型の町会」のモデル導入と展開

【取組内容】
・行政から町会へ依頼する、回覧・掲示資料の配布方法等の簡素化
・回覧を極力なくし、ポスター掲示を依頼するよう関係機関へ周知
・区ホームページに回覧板の内容を掲載
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●行政からの依頼事項の総点検

●効率的な町会運営事例の収集・共有

【取組内容】
・町会に関するアンケートを実施し、課題や意見を収集
・町会運営等マニュアルの作成に着手
・まちづくりセンターがSNS活用に取り組んでいる町会の活動を紹介する「広報担当者交流会」や、「町会運営の
工夫研究会」を実施し、その様子をニュースレターで紹介
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●情報共有ツールを活用した地域コミュニティ活性化実証事業

町会の主体的なデジタル化を進めるきっかけとしてスマートフォンの「町会アプリ」の活用について、
町会単位で、実証事業を実施

【実施状況】
・令和６年度は４町会が実施し、１町会が
実証事業終了後も継続してアプリを利用

・令和７年度は11町会が実施

＜参考：１か月あたりの利用料（250世帯想定）＞
基本料金：1,100円
ＩＤ料金：＠99円×250世帯
合 計：1,100+24,750＝25,850円



区ごとに地域の状況、町会長等の考えも異なることから、しっかり地域の意見を聞きながら

  課題を洗い出し、効率的に取組を進めることが重要。

【集合住宅への働きかけにかかる課題等】

• 各区により、マンションの件数・規模・形態（賃貸・分譲、ワンルーム・ファミリー向け等）や地域の状況、町
会長等の考えも異なることから、地域の意見を聞きながら、優先順位を設定して、効率的に取組を進めることが
必要

• 各区共通の取組であることを踏まえ、取組を行っていない区においても、一律に判断することなく、町会ごとの
意見など、きめ細かい意見やニーズの把握・掘り起こしを行い、できる地域から少しずつでも働きかけを進めて
いくことが重要

【情報共有ツールを活用した地域コミュニティ活性化実証事業にかかる課題等】

• アプリに対する評価が高い一方で、利用料が高いため継続できない。

• スマートフォンを持たない等のデジタルデバイドに関する課題

【全体的な課題等】

• 町会加入を促す広報については、各地域が主体的に情報発信する仕組みづくりが求められる

• 各地域の役員によっても加入促進に対する意欲が違うこともあり、取組に対する熱量を高めることが課題

14～ 町会加入率が向上、町会加入世帯が増加するように、引き続き取組を進めていく ～
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